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令和３年度 国立大学法人広島大学 年度計画 

 

【令和３年３月３０日 文部科学大臣へ届出】 

 

（注）□内は中期計画，「・」は年度計画を示す。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

（学士課程） 

【１】 第２期中期目標期間に導入を開始したナンバリング及びシラバスの英語化を全 

ての授業科目を対象に推進し，国際的に通用する教育システムの基盤を整備す 

る。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ ナンバリングについて，海外の協定校を含む他大学との共通化等により，本学にお

ける教育の国際通用性を向上させるための検討を行い，新たなナンバリングの内容等

について確立する。 

【２】 グローバル化に対応した教育を実施するため，平成３１年度までに全学部にお 

いて英語を用いた授業科目のみで構成された学位プログラムを導入し，その成果 

を検証する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 英語を用いた授業科目のみで構成された学位プログラムについて検証し，必要に応

じ改善する。 

【３】 グローバル化社会において，求められるコミュニケーション能力やプレゼンテ 

ーション能力を備えた学生を養成するため，英語による授業科目及び英語プロ 

フェッショナル養成特定プログラムの拡充などと併せ英語能力の定期的な測定に 

より，学部学生の２５％程度をＴＯＥＦＬｉＢＴ８０レベルに到達させる。（戦 

略性が高く意欲的な計画） 

・ 学部学生の２５％程度がＴＯＥＦＬｉＢＴ８０レベルに到達することを目指し，学

生のレベルの到達度を踏まえ，英語による授業科目及び英語プロフェッショナル養成

特定プログラム等の英語の運用能力向上に寄与する特定プログラムの拡充，英語能力

の定期的な測定などを実施する。また，第４期中期目標期間に到達割合を向上させる

ための改善策等を取り纏める。 

【４】 多様な観点から平和を考える場を提供する全学必修の「平和科目」を始めとし 

て，全ての教養教育科目にアクティブ・ラーニングを導入し，学生が自ら主体的 

に学び考え，課題を発見・解決する能力を涵養する。 

・ 全ての教養教育科目でアクティブ・ラーニングを導入するとともに，教員及び学生

向けのアンケート結果を分析し，より効果的なアクティブ・ラーニングを導入するた

めのＦＤを実施する。 

（大学院課程） 

【５】 国際的視野を持ち，現代社会で活躍できる高度な人材を育成するため，ミッ 

ションの再定義を踏まえ，５年一貫プログラムなど各教育プログラムの検証を行 

い，平成３１年度から検証結果に基づき再構築したプログラムにより教育を行 

う。 

・ 教育研究組織の整備に伴い導入した学位プログラムを検証し，検証結果を踏まえて

改善する。 
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【６】 グローバルに活躍できる能力を育成するため，国際的キャリアや長期海外留学 

を念頭に置いた短期・中期のプログラムに加えて，ダブル・ディグリープログラ 

ムをさらに拡充するとともに，複数大学間のカリキュラムの統合を含むジョイン 

ト・ディグリープログラムを構築する。 

・ これまでに締結した協定に基づき，ダブル・ディグリープログラム及びジョイント・

ディグリープログラムを実施する。 

【７】 英語を用いた授業科目のみで修了できる学位プログラムを全研究科に順次導入 

し，平成３１年度までに６６コースに拡充して，グローバル化に対応した大学院 

課程教育を実施し，現代社会で活躍できる高度な人材を養成し，その成果を検証 

する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 前年度までに導入した英語を用いた授業科目のみで修了できる学位プログラムにつ

いて，その目的に照らして成果を検証する。 

【８】 グローバル化社会において，求められるコミュニケーション能力やプレゼン 

テーション能力を持った研究者・専門職として海外で自立可能な人材を養成する 

ため，国際学会における研究発表の奨励，英語による授業科目及び英語を用いた 

授業科目のみで修了できる学位プログラムの拡充などにより，大学院生の３０％ 

程度をＴＯＥＦＬｉＢＴ８６レベルに到達させる。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 大学院生の３０％程度が専門領域の独自性を考慮したＴＯＥＦＬｉＢＴ８６レベル

に到達することを目指し，国際通用性・自立可能な能力を身に付けさせるため，国際

学会における研究発表の奨励，英語による授業科目の拡充などを実施する。また，第

４期中期目標期間に到達割合を向上させるための改善策等を取り纏める。 

（専門職学位課程） 

【９】 学生一人一人の学習方法を把握し，各学生の学力と理解度を正しく見極めた上 

で，それぞれの学生に相応しいオーダーメイド型の知識活用型と問題発見型を統 

合した教育を実践するとともに「学習コーチングシステム」（個別面談対応によ 

る学修力強化促進を目的とする指導方式）を強化し，司法試験合格率を向上させ 

る。 

・ 個々の学生の学力状況の変化を各授業において確認するとともに，専攻長個別面談

及びチューター面談において，その学習方法や学習状況を的確に把握することによっ

て，新カリキュラム及び教育システム・プランの教育成果を検証し，改善する。また，

法曹志望者層の拡大を図るため，法学部に法曹コースを設置する。 

【10】 組織的な就業支援のための教育プログラムを実施し，自治体や企業に就業を希 

望する学生の就業意欲を増進させ，社会のニーズに応じた法務教育を推進する。 

・ これまでの成果を踏まえた就業支援のための教育プログラムにより，社会のニーズ

に応じた自治体や企業等による講義を実施する。 

【11】 新しい学校づくりを担う，特定の専門領域を超えた高度な専門性を有する人材 

を養成するための専門領域横断型教育内容・方法を改善・充実させ，教職大学院 

における教員就職率を９５％以上とする。 

・ 前年度に策定した教職開発専攻（教職大学院）の教育活動等の水準の維持・向上及

び個性的な発展に資する戦略的な施策を実施し，その結果を踏まえ，第４期中期目標

期間に行うべく改善計画（優先順位等を含む。）を取り纏める。 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

【12】 第２期中期目標期間までに構築した本学の到達目標型教育を基盤として，教育 

の国際標準化及び質の向上を図るため，教育推進機構の下で学士課程教育と大学 

院課程教育の内部評価システムを充実させ，評価に基づき国際通用性を意識した 

改善を行うとともに，国際大学間コンソーシアム（ＳＥＲＵ）の国際的な教育の 

質保証評価を受審する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 前年度に策定した新たな評価基準に基づき，国際通用性を意識した学士課程教育及

び大学院課程教育の自己点検・評価を実施する。 
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【13】 教育の質の向上を図るため，他大学と連携してクロスアポイントメント制度等 

を活用した戦略的な教員配置を行うなど教育環境を整備する。 

・ これまでの取組の検証結果を踏まえ，より一層の教育環境整備に取り組み，教育の

質の向上を図る。 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

【14】 海外拠点での入学試験の成績に基づいて奨学金の採用者を選考し，渡日前に奨 

学金受給の可否を伝達する「新・入学前奨学金制度」を平成３１年度までに導入 

し，採用人数，支給額等について検証を行い，経済的支援を拡充する。（戦略性 

が高く意欲的な計画） 

・ 「広島大学入学前奨学制度」について，前年度に策定した改善案を基に改善・充実

する。 

【15】 第２期中期目標期間に設置したグローバルキャリアデザインセンターにおい 

て，学部生・大学院生・若手研究者（既卒者を含む。）に対して，自らのキャリ 

アを考えるインターンシップ等の充実したキャリア開発支援を行い，キャリア支 

援に関する学生満足度を８５％以上にする。 

・ グローバルキャリアデザインセンターにおいてキャリア開発支援を行い，学部生・

大学院生・若手研究者（既卒者を含む。）に対するキャリア開発支援に関する学生満

足度を８５％以上にするとともに，第４期中期目標期間に行うべく改善計画（優先順

位等）を取り纏める。 

【16】 「多様な学生を想定した教育のアクセシビリティ」，「障がいのある学生への 

合理的配慮の標準化・一般化」を推進するために，ＩＣＴ・クラウド技術を活用 

した授業支援・ユビキタス支援を整備・拡充するとともに，本学が推進するアク 

セシビリティリーダー育成プログラムを拡充し，アクセシビリティ教育の受講率 

２０％程度を達成する。 

・ ＩＣＴ・クラウド技術を活用した授業支援・ユビキタス支援を整備・拡充するため

のアクセシブルデザイン化の検証・評価を行うとともに，第３期中期目標期間におけ

るユビキタス支援を第１世代として完成し，第４期中期目標期間における第２世代の

導入・開発計画を策定する。また，アクセシビリティ教育を充実するため，第１６期

アクセシビリティリーダー育成プログラムを実施し，アクセシビリティ教育の受講率

２０％程度を達成する。 

（４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

（学士課程） 

【17】 高大接続を踏まえながら，本学のアドミッション・ポリシーに基づいて能力・ 

意欲・適性を多面的・総合的に評価・判定する個別選抜の内容を，平成２９年度 

までに決定し，２年間の周知期間を経て，平成３３年度入試から実施する。 

・ 前年度に実施した「大学入学共通テスト」及び新たな個別選抜の成果と課題を検証

し，第４期中期目標期間に行う改善計画（新教育課程に伴う入試改革等）を取り纏め

る。 

【18】 国際的に通用性があって英語４技能（読む，聞く，書く，話す）を測ることの 

できる資格・検定試験を，平成２９年度入試までに全学部のＡＯ入試において活 

用し，平成３１年度入試までに全学部の一般入試においても活用することによっ 

て，グローバル化に対応できる人材を受け入れる。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 総合型選抜，学校推薦型選抜及び一般選抜における英語４技能を測ることのできる

資格・検定試験の活用の成果と課題を検証し，第４期中期目標期間に行う改善計画を

取り纏める。 
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（大学院課程） 

【19】 優秀な留学生を多数受け入れるために，出願書類アップロード機能，ポートフ 

ォリオ機能を装備して出願から入学までをシームレスに行うことのできる英語版 

インターネット出願システムを開発し，平成３２年度までに全研究科で導入する 

とともに，海外拠点等を利用した入学者選抜を全研究科で実施する。（戦略性が 

高く意欲的な計画） 

・ 出願から入学までをシームレスに行うことのできる英語版インターネット出願シス

テム及び海外拠点等を利用した入学者選抜を検証し，第４期中期目標期間に行う改善

計画を取り纏める。 

【20】 国際的に通用性があって英語４技能（読む，聞く，書く，話す）を測ることの 

できる資格・検定試験を活用した新たな入学者選抜を実施し，グローバル化に対 

応できる人材を受け入れる。 

・ 英語４技能を測ることのできる資格・検定試験の入学者選抜への活用の成果と課題

を検証し，第４期中期目標期間に行う改善計画を取り纏める。 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

【21】 ミッションの再定義を踏まえ，総合研究大学の強みを活かし，学術動向や社会 

の要請に応えた研究を切り拓く。 

人文社会系・学際系の研究分野では，平和を希求する精神の理念に基づき 

地域社会・国際社会との共存に資する真理の探究を進める。 

理・工・農系の研究分野では，物性物理，宇宙科学，機能性材料創製，半 

導体・ナノテクノロジー，ものづくり・生産工学，動植物科学・水産海洋科 

学・食品科学などにおいて質の高い先端研究を発展させるとともに，生物， 

生命活動の原理に係る基礎研究を発展させる。 

生命・医学系の研究分野では，原爆の惨禍から復興を支えてきた大学とし 

て放射線災害に係る医療に関する研究拠点を発展させるとともに，再生医 

療，肝疾患や脳科学研究の質の高い先端研究を発展させる。 

このため，活発な研究活動を展開し，異分野融合型の研究を積極的に進めると 

ともに，基礎研究から応用研究まで一体的に推進し，多様な研究拠点を継続的に 

創出・育成する。また，特に優れた研究を行う教授職（ＤＰ）及び若手教員  

（ＤＲ）の認定制度を活用し，特に優れた研究活動を支援する。さらに，研究成果 

の国際発信力を高めるため，国際共同研究を推進し，国際会議の積極的誘致など 

研究者交流を促進する。 

・ 本学の強みのある研究分野・領域において，活発な研究活動を展開するため，異分

野融合型の研究を積極的に進めるとともに，基礎研究から応用研究まで一体的に推進

し，多様な研究拠点を継続的に創出・育成する。また，特に優れた研究を行う教授職

（ＤＰ）及び若手教員（ＤＲ）の認定制度を活用し，新たなＤＰ・ＤＲを認定し，特

に優れた研究活動を支援する。さらに，研究成果の国際発信力を高めるため，国際共

同研究や国際会議を推進するほか，若手研究者相互のネットワーク形成につながる研

究者交流の促進と国内外の研究者のマッチング支援を行う。 
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【22】 世界トップ１００の総合研究大学を目指し，研究マネジメント人材であるリサ 

ーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）及び技術職員等による研究活動支援によ 

り，教員等が研究に専念できる良好な研究環境を整備するとともに，優秀な研究 

人材を確保することにより，論文数を第２期中期目標期間終了時の１．５倍程度 

とし，被引用度の高いＴｏｐ１％・１０％論文の増加，人文社会系にあっては， 

重要な学術賞を受賞できるような著書・論文を発表する。また，国際共同研究や 

研究者交流の促進など国際研究活動を強化し，国際共著論文を第２期中期目標期 

間終了時の２倍程度にする。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 世界トップ１００の総合研究大学を目指し，論文数を第２期中期目標期間終了時の

１．５倍程度とし，被引用度の高いＴｏｐ１％・１０％論文の増加，人文社会系にあ

っては，重要な学術賞を受賞できるような著書・論文を発表する。また，国際共同研

究や研究者交流の促進など国際研究活動を強化し，国際共著論文を第２期中期目標期

間終了時の２倍程度にする。 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

【23】 教員の個人評価及び本学の教育や研究面でのパフォーマンスをモニターする独 

自の目標達成型重要業績指標（ＡＫＰＩⓇ）等を参考に，研究活動の評価を適切 

に行い，大学として重点的に取り組む領域を決定し，研究者等の重点的配置を行 

う。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 継続して研究活動の評価を行い，大学として重点的に取り組む領域を中心に研究者

等の重点的配置を行う。 

【24】 教員の研究力の向上と大学院生の研究活動の活性化のため，電子ジャーナル・ 

データベースを中心とした学術情報基盤を強化する。 

・ 前年度の利用状況を踏まえ，電子ジャーナル・データベースを中心とした資料の整

備及びアカデミックライティングスキル向上支援を始めとした利用者の視点に立つ図

書館サービスの充実を図るとともに，図書館蔵書の共同利用，貴重資料などの電子化

と公開を一層推進する。 

【25】 研究マネジメント人材であるリサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）及び 

高度な研究基盤技術を支援する技術職員等により効果的かつ活発な研究活動を支 

援するとともに，教員等が研究に専念できる良好な研究環境を整備する。 

・ 研究マネジメント人材であるＵＲＡ及び高度な研究基盤技術を支援する技術職員等

により効果的かつ活発な研究活動を支援するとともに，継続して共同利用研究設備へ

のアクセス向上等，教員等が研究に専念できる良好な研究環境を整備する。 

【26】 研究設備マネジメント体制について，利用者へのアンケート等によりニーズを 

把握し研究支援の改善・充実を図るとともに，研究施設・設備の利用状況等を踏 

まえた整備を計画的かつ戦略的に行い，研究施設・設備の学内外共同利用を推進 

する。 

・ 学術・社会連携担当理事を議長とする研究設備サポート推進会議の総合調整機能，

自然科学研究支援開発センターと各部局との横断的連携をベースとした総合マネジメ

ント体制，技術センターによる各種支援の状況等を総点検し，中期目標の達成状況を

把握するとともに，第４期中期目標期間に向けた課題を整理する。 

【27】 共同利用・共同研究拠点において，関連する研究コミュニティと連携して，共 

同研究課題の国際公募や国内外の研究者交流を促進し，国際共同研究を推進す 

る。 

・ 共同利用・共同研究拠点において，拠点の運営・支援体制及び活動全般について点

検・評価を行うとともに，関連する研究コミュニティと連携して，共同研究課題の国

際公募や国際シンポジウムなどを開催し，国内外の研究者に向けて情報発信を行い，

国際ネットワークの拡大につなげる。 
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３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成するため 

の措置 

【28】 研究力強化の中心的役割を担うインキュベーション研究拠点や感性ＣＯＩ拠点 

等を活用し，グローバルな情報発信，共同研究講座の設置，包括的連携協定の活 

用，オープンイノベーションを実現する場の形成などを促進するとともに，広島 

地域の課題（ニーズ）と大学の資源（シーズ）の効果的なマッチング及び地域を 

志向した教育・研究を実施し，第２期中期目標期間終了時に比べて，産学官地域 

連携活動の各種実績値を１０％程度増加させる。 

・ 産学官地域連携活動の各種実績値等の中期計画の達成度評価を行うとともに，第４

期中期目標期間に向けて，成果の総合的な検証を行い，必要に応じ改善する。 

【29】 教員養成機能における広域の拠点的役割を果たすため，教育学部第一類（学校 

教育系）担当教員における常勤の教諭としての経験を有する者の割合について 

３０％を確保するとともに，初等・中等教育のグローバル化に資する教育課程並 

びに教科及び教職科目を有機的・体系的に結び付けた教育課程のモデルを編成 

し，実践する。また，アクティブ・ラーニングの一層の推進，実務家教員の更な 

る活用等教育方法の改善に努めるとともに，広島県が実施する「ＯＥＣＤ地方創 

生イノベーションスクール」事業への学部学生の参画等，教育委員会や公立学校 

等との連携を深め，確かな理論と実践能力を備えた義務教育諸学校の教員を養成 

することによって，教育学部第一類（学校教育系）の卒業者に占める教員就職率 

は９０％，教育学研究科博士課程前期の修了者（現職教員を除く。）に占める教 

員就職率は７０％（博士課程後期への進学者を除く。）を確保し，地域社会の教育 

力向上に貢献する。 

・ 教育学部第一類（学校教育系）担当教員における常勤の教諭としての経験を有する

者の割合について３０％を確保するため，常勤の教諭経験者を優先的に採用する。ま

た，前年度に実践等した教育課程のモデル編成及び教育・研修方法の改善策並びに各

課程における教員就職率について検証し，その結果を踏まえ，第４期中期目標期間に

行うべく改善計画（優先順位等を含む。）を取り纏める。さらに，教育学部第一類（学

校教育系）の卒業者に占める教員就職率は９０％，教育学研究科博士課程前期の修了

者（現職教員及び博士課後期への進学者を除く。）に占める教員就職率は７０％を確

保する。 

 

４ その他の目標を達成するための措置 

（１）グローバル化に関する目標を達成するための措置 

【30】 学位プログラムの国際化及び海外での留学生のリクルーティング強化などを図 

り，全学生に占める留学生の割合を１２％程度以上に増加させる。また，日本人 

学生の留学を推進するため，ＳＴＡＲＴプログラム（新入生を対象とした海外留 

学体験）等短期の派遣者を，長期の派遣へ促す等により，日本人学生の海外派遣 

数を全学生の８％程度以上にする。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 前年度の留学生獲得策の検証結果を踏まえ，必要に応じて見直しを行いつつ，全学

生に占める留学生の割合１２％程度以上を維持する。また，ＳＴＡＲＴプログラム等

海外留学プログラムが海外派遣者数へ与える効果について検証し，プログラムの内容

をより学生のニーズに沿ったものに内容を見直すこと等により，全学生に占める日本

人の海外派遣学生の割合を８％程度以上に増加させる。 
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【31】 グローバル化の進展に対応するため，外国籍又は海外での教育研究歴等を持つ 

教員を全教員の４７％程度にまで増加させるとともに，外国籍又は海外での職務 

経験等を持つ職員を全職員の８％程度にまで増加させる。（戦略性が高く意欲的 

な計画） 

・ グローバル化の進展に対応するため，教員措置方針に基づく人員措置により，外国

籍又は海外での教育研究歴等を持つ教員を全教員の４７％程度まで増加させるととも

に，外国籍の職員の採用や海外派遣研修の実施により，外国籍又は海外での職務経験

等を持つ職員を全職員の８％程度にする。 

【32】 教育の国際標準化を推進するため，学士課程及び大学院課程の全授業科目のう 

ち，外国語による授業科目数を３０％程度に増加させる。また，留学生が日本文 

化への理解を深めることのできる日本語能力を向上させるため，留学生の語学力 

に応じた能力別カリキュラムの再編等を行い，充実した日本語教育を実施する。 

（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ これまでの取組を継続して実施し，外国語による授業科目数を増加させることによ

り，学士課程及び大学院課程の全授業科目のうち，外国語による授業科目数を３０％

以上に拡充する。また，前年度策定した改善案に基づいた，新たな能力別日本語クラ

スを開講するとともに，留学生の増加状況及び受講者の調査結果等に基づきカリキュ

ラム内容・クラス編成を検証し，改善案を策定する。 

【33】 世界の異なる入学時期や学事暦に対応し，集中した授業実施による学びの質向 

上及び深化をさせるとともに，海外への学生派遣及び海外からの学生受入れを行 

いやすくするため，クォーター制を活用したサマースクール及び集中講義型の教 

育プログラムなど多様なプログラムを整備する。 

・ クォーター制を活用した海外大学とのサマースクールや集中講義型の教育プログラ

ムなど，多様なプログラムを，オンラインも用いる形で継続して実施する。 

【34】 平成３１年度までに，日本人学生のうち１２％程度を留学生との混住宿舎に入 

居させ日常的な異文化交流を促進し，日本人学生及び留学生の国際通用性の基礎 

力を養う。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 前年度の検証結果を踏まえて，必要に応じて継続的に改善・充実する。 

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置 

【35】 高度な医療を提供する特定機能病院として，高難度の新規医療技術導入のプロ 

セスを含めた医療安全管理体制の見直しを継続的に行うとともに，更なる患者本 

位の医療の実践に向け，診療組織を改編するなど，高度先進医療や高難度医療に 

対応可能な診療施設として充実・強化する。 

・ 関係法令等に適合するよう，医療安全対策強化のための改善を継続して行うととも

に，診療組織を改編するなど，診療機能を強化する。さらに，感染症対策を強化する

ことにより，安全で質の高い医療を提供する。 

【36】 被ばく医療機関のネットワーク及び中国・四国ブロックにおける唯一の小児が 

ん拠点病院としての中心的役割を果たすとともに，地域の各拠点病院との連携を 

図る中心的医療機関としての機能を果たし，国際交流協定校との連携を深め，将 

来アジアのメディカルセンターの役割を担う施設として整備・発展させる。 

・ 地域医療ネットワーク機能を充実させ，地域の各拠点病院との連携を強化するとと

もに，診療の質の向上，高度先進医療の展開などにより，地域の医療の高度化を推進

する。また，海外の医療機関等との連携強化や高度な医療技術を有する医師を育成・

確保することにより，国際レベルの医療サービスを提供できる体制を構築する。 
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【37】 広島卒後臨床研修ネットワーク機能の充実・強化を図り，体系的で質の高い臨 

床実習教育及び卒後臨床研修を実施するとともに，医学，歯学，薬学及び保健学 

分野の統合によるメリットを活かし，学部から大学院まで一貫性を持った多職種 

教育と研究を展開して中国・四国地方における医療人の養成拠点を形成する。ま 

た，総合的医療の実践，高度な専門性を持ち先端医療を担える医療人及び超高齢 

社会等の今後の医療需要に対応できる次世代医療を担える人材を輩出する。 

・ 臨床実習教育研修センターを中心に臨床研修病院と連携してネットワーク機能の充

実・強化を図り，生涯教育の観点に立って医療人を育成するとともに，前年度から開

始した新たな臨床研修制度による研修プログラムの検証・見直しを行う。また，本学

を中心とした世界最高水準の放射線治療を提供できるグローバル人材の育成及びその

人材を地域やアジア近隣諸国に展開するために作成した教育プログラムを中国・四国

地方やアジア近隣諸国へ展開することで放射線治療技術の均てん化を推進する。さら

に，未来型グローバル医療人育成センターを中心に国内外の本学関連医療施設ネット

ワークの活用による次世代医療を担う未来型グローバル医療人を育成し，先進医療と

在宅医療に精通した医療人育成体制を構築する。 

【38】 原爆の惨禍からの復興を支えてきた大学として，放射線災害医療に関する国際 

拠点を形成し，本学が世界にアピールしうる特色ある先端医科学・高度先進医療 

を展開する。また，軟骨再生プロジェクト等の再生医療，肝疾患研究や脳科学研 

究を始めとする基礎医学，臨床医学の各領域における研究の実績を活かし，高い 

レベルの医学，歯学，薬学及び保健学研究を複合的に展開するとともに，医療と 

他分野の融合連携を図り，臨床に則した技術の開発拠点を形成する。 

・ 医療系トランスレーショナルリサーチ推進機構の下で，トランスレーショナルリサ

ーチセンター（前臨床）と病院広島臨床研究開発支援センター（臨床）の橋渡し研究

体制を充実し，高度先進医療の実践及び探索医療の開発を加速する。また，オリンピ

ック・パラリンピックを機にスポーツ医科学センターを中心に障がい者アスリート支

援体制の拠点として機能するとともに，作成した教育プログラムを国内及びアジア諸

国に普及させる。 

【39】 第２期中期目標期間中に運用開始した原価計算による収益管理及び収入評価を 

継続して行うとともに，経営支援システムを活用して収支分析を行い，分析情報 

に基づいた戦略的な病院経営を展開する。 

・ 原価計算による経営管理を継続して行うとともに，経営支援システムを活用して収

支分析を行い，分析情報に基づいた経営改善方策の立案・実施により，病院全体の経

営状況の見える化を実現し，戦略的な病院経営を展開する。 

【40】 広島県，広島市，医師会等との連携を強化し，「地域包括ケアシステム」の実 

現に向け，今後の医療需要の増大を見据えて，広島都市圏における医療提供体制 

の効率化・高度化と医療人材の有効活用を図りながら，広島都市部の基幹病院等 

との機能分化・連携を推進し，効率的かつ質の高い医療提供体制を構築する。 

・ 本学をはじめとする広島都市部の基幹病院等が連携して，各病院の強みの顕在化・

ブランド化を図り，基幹病院等の役割を明確にして他の病院との連携を強化すること

で，機能分化と連携による高度医療提供体制を構築する。 

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置 

【41】 初等・中等教育段階で，外国語教育のみならず，批判的思考力，論理的表現 

力，チームワークやリーダーシップなどグローバル人材に求められる資質・能力 

を育成する教育課程及びその評価方法（ルーブリックなど）を平成３０年度まで 

に開発し，その成果を検証する。 

・ 前年度に検証，改善を行ったグローバル人材に求められる資質・能力を育成する指

導方法及びルーブリックを用いた評価方法の成果を広く公表する。 
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【42】 グローバルな教員を養成するという教育学部・教育学研究科の方針に基づき， 

附属学校においても教育実習生に，グローバルマインドを育成する指導法や英語 

による授業展開の指導方法及びアクティブ・ラーニングなど新たな学びの方法を 

修得させるとともに，大学院生のインターンシップの場として活用し，実践的な 

指導力を身に付けさせる。 

・ 教育実習生に，グローバルマインドを育成する指導法や英語による授業展開の指導

方法及びアクティブ・ラーニングなど新たな学びの方法の指導方法を修得させる。ま

た，大学院生のインターンシップ受入について，効果を引き続き検証する。 

 

【43】 西日本の教員研修拠点としての機能を十分発揮できるよう，体系的な教員研修 

プログラムを策定するとともに，西日本各府県の教育委員会との連携を強化し， 

交流協定数を増加させる。 

・ 前年度の評価結果を基に，教員研修制度を包括的に検証し，必要に応じて改善する。

また，府県等との交流協定の成果を検証し，必要に応じて改善する。 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

【44】 幅広い視野での自律的な運営改善に資するため，外国人を含む経営協議会学外 

委員から聴取した意見等を学長による部局長等ヒアリングを通じ，法人運営に反 

映させる。 

・ 学外者（経営協議会学外委員を１人以上含む。）から意見等を聴取し，評価委員会に

よる第三者的評価と学長による部局長等ヒアリングを通じ，必要に応じて改善すると

ともに，これまでの部局等における対応状況の検証を行い，ＰＤＣＡサイクルの実効

性を高める。 

【45】 ガバナンス体制の強化に向け意思決定システムなどの点検・見直しを行うとと 

もに，学長と監事の定期的なミーティングを実施し，相互の意思疎通を図りなが 

ら，監事の独立性及び監事支援体制を検証し，監事の機能強化を行う。 

・ ガバナンス体制の強化に向け業務組織の機能を検証し，必要に応じて見直しを行う。

さらに，学長と監事の定期的なミーティングにより，監事監査結果を法人運営に反映

させるとともに，監事の独立性及び監事支援体制を検証し，必要に応じて改善・充実

を図る。 

【46】 教育研究力強化のため，教員の人件費管理を部局等単位から，全学一元管理と 

し，本学の教育や研究面でのパフォーマンスをモニターする独自の目標達成型重 

要業績指標（ＡＫＰＩⓇ）等を参考に，戦略的な人員配置を行う。（戦略性が高 

く意欲的な計画） 

・ 学長の下で，本学の教育や研究面でのパフォーマンスをモニターする独自の目標達

成型重要業績指標（ＡＫＰＩⓇ），教員エフォート指標（ＢＫＰＩⓇ）等を参考に，戦略

的な人員配置を実施する。 

【47】 国内外の優れた教職員を確保するため，年俸制や混合給与など人事・給与シス 

テムの弾力化を推進し，年俸制適用教員を２１％程度にまで増加させる。（戦略 

性が高く意欲的な計画） 

・ 国内外の優れた教職員を確保するため，年俸制や混合給与など人事・給与システム

の弾力化を推進し，年俸制適用教員を２１％程度にまで増加させる。 
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【48】 優秀な若手教員（４０歳未満）の活躍の場を全学的に拡大し教育研究を活性化 

するため，若手教員の雇用に関する計画に基づき，テニュアトラック教員の計画 

的採用などにより，若手教員（４０歳未満）を３４％（退職金に係る運営費交付 

金の積算対象となる教員については２３．４％）程度にまで増加させる。（戦略 

性が高く意欲的な計画） 

・ 優秀な若手教員（４０歳未満）の活躍の場を全学的に拡大し教育研究を活性化する

ため，若手教員の雇用に関する計画に基づき，教員措置方針を踏まえた人員措置によ

り，若手教員（４０歳未満）を３４％（退職金に係る運営費交付金の積算対象となる

教員については２３．４％）程度にまで増加させる。 

【49】 「各部署で必要となる知識・スキル等の明文化と育成への活用による職務遂行 

力の向上」，「キャリアパス，昇任基準等の明確化によるモチベーション向上」及 

び「難易度の高い業務経験の機会創出による職員全体の生産性向上」を目的とし 

た職員人材育成計画に基づいた採用，異動，昇任，研修等により，職員の人材養 

成を行う。 

・ 職員人材育成計画に基づき，採用，異動，昇任，研修等に関する各種施策，取組を

実施し，職員の人材養成を行う。 

【50】 教職員のワーク・ライフ・バランスを推進するため，制度の周知及びセミナー 

の実施等により，教職員が制度を活用しやすい環境を整備するとともに，平成 

３１年度に次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」（第３期） 

の適合認定を受ける。 

・ 仕事と家庭が両立できる制度の活用状況の検証結果に基づき，より同制度を活用し

やすい環境を整える。 

【51】 女性教職員の積極的参画を推進するため，女性教員及び女性管理職の割合を各 

２０％程度にまで増加させる。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・ 女性教職員の積極的参画を推進するため，教員措置方針に基づく人員措置により，

女性教員の割合を２０％程度にするとともに，女性管理職の割合を２０％程度にする。 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

【52】 ミッションの再定義や社会的ニーズ等を踏まえ，教員組織と教育研究組織を分 

離し，柔軟な教員集団を編成することにより，大学として重点的に取り組む領域 

を中心に教員を戦略的・重点的に配置することで，本学の特長や強みを活かした 

教育研究を推進するとともに，教育研究組織及び入学定員を見直す。 

・ 人間社会科学研究科，先進理工系科学研究科，情報科学部及び総合科学部国際共創

学科について，学年進行完成後の検証体制を構築する。さらに，第４期中期目標期間

に向けて，本学の特長や強みを活かし，機能強化に繋がる教育研究組織の整備及び入

学定員の見直しについて検討を進める。 

【53】 本学における生命・生物系の特長・実績のある教育研究リソースを活かした教 

育研究組織の整備を行う。 

・ 統合生命科学研究科及び医系科学研究科の博士課程前期について，学年進行が完成

したため，養成する人材像などの当初の設置目的に照らして検証する。 

【54】 新たな時代に向けた教員養成と多様化する人材養成ニーズなど教育に関する諸 

課題へ対応するため，平成２８年度に教育学研究科を改組し，教職開発専攻（教 

職大学院）を設置し，学年進行完成後に，教育内容，養成する人材像，就職率な 

どの当初の設置目的に照らして検証する。 

・ 前年度に策定した教職開発専攻（教職大学院）の教育活動等の水準の維持・向上及

び個性的な発展に資する戦略的な施策を実施し，その結果を踏まえ，第４期中期目標

期間に行うべく改善計画（優先順位等を含む。）を取り纏める。 
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３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

【55】 組織・業務全般の再点検・見直しを継続的に行うとともに，各業務システム等 

に分散している情報の一元管理，インターネット出願システムの充実等，ＩＣＴ 

システムの整備や，実務研修及び階層別研修等による職員の能力向上を図ること 

により，業務の効率化・合理化を促進する。 

・ 組織・業務全般の再点検・見直しを継続的に行うとともに，ＩＣＴシステムの点検

を行い，必要に応じて改善する。また，各業務システム等の情報の一元管理方法を再

点検し，必要に応じて見直しを行う。さらに，職員の能力向上に向けて，様々な形態

の実務研修，階層別研修等を実施する。 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

【56】 国内外の競争的資金の動向等の調査・分析を行い，より効果的な資金獲得戦略 

に見直し，教員１人当たりの外部資金獲得額を第２期中期目標期間終了時の  

１．５倍程度にする。 

・ 外部資金獲得計画に基づく方策の実施により，教員１人当たりの外部資金獲得額を

第２期中期目標期間終了時の１．５倍程度にする。 

【57】 広島大学基金を拡充するため，寄附方法，広報効果等の検証を継続的に行い， 

募集戦略を見直す。 

・ 広島大学基金を拡充するため，令和元年度に策定した新たな募集戦略及び検証方法

について，必要に応じて見直しを行う。 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

【58】 一般管理費比率を抑制するため，セグメント別の財務分析等を行い，事務部門 

に係る消耗品等の予算の経費節減目標を対前年度△２％程度に設定し，継続的に 

抑制する。 

・ セグメント別の財務分析等を踏まえ，事務部門に係る消耗品等の予算の経費節減目

標を対前年度△２％程度に設定し，一般管理費比率を抑制する。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

【59】 資産（施設，設備）の利用状況に関する情報集約及び検証を継続して行い，共 

同利用を推進するとともに，学外にも開放することで有効利用を促進する。 

・ 資産（施設・設備）の利用状況に関する情報の集約・検証を行い，共同利用をより

推進するとともに，学外にも開放することで有効利用を推進する。 

 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

【60】 教育研究の質の維持・向上を図るため，大学として共通評価項目を設定し，各 

部局等においては，特性に応じた独自の評価項目を設定の上，毎年度，部局組織 

の自己点検・評価を実施するとともに，外国人を含む経営協議会学外委員等によ 

る外部評価を実施する。さらに，本学が加盟している国際大学間コンソーシアム 

（ＳＥＲＵ）の国際的な教育の質保証評価を受審する。 

・ 教育研究の質の維持・向上を図るため，大学として設定した評価項目に基づき，自

己点検・評価を行い，評価結果を基に学外者（経営協議会学外委員１人以上を含む。）

による組織評価を実施する。また，評価項目，評価内容及び実施体制を検証し，必要

に応じて組織評価方法を見直す。さらに，前年度に策定した新たな評価基準に基づき，

国際通用性を意識した学士課程教育及び大学院課程教育の自己点検・評価を実施する。 
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２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

【61】 社会への説明責任を果たすため，ウェブサイトや「大学ポートレート」等を活 

用して，自己点検・評価状況を分かりやすく，積極的に発信する。 

・ 社会への説明責任を果たすために，各組織の自己点検・評価状況等をウェブサイト

や大学ポートレート等を活用して分かりやすく積極的に公開・発信するとともに，継

続的に情報発信効果を検証し，必要に応じて改善・充実する。 

【62】 国内外における本学の知名度及びレピュテーションの向上を図るため，利用者 

目線に立った情報の発信を念頭に置き，教育，研究，医療活動及び社会貢献等の 

優れた成果や活動状況をウェブサイトやソーシャルメディア等により情報発信す 

る。 

・ 前年度の改善・充実を踏まえ，継続的に充実を図り情報発信を強化する。また，広

島大学学術情報リポジトリ及び出版会事業における本学の研究成果発信について，前

年度までに改善した取組を検証し，その結果に基づいてさらに必要な改善を行う。 

【63】 海外の学術雑誌及び教育研究情報誌等への記事投稿及び海外メディアへのリ 

リース配信等を積極的に行うことにより，本学のレピュテーションを向上させる。 

・ 海外の学術雑誌等及び海外メディア等への本学の優れた研究成果等の投稿及びリリ

ース配信等を継続的に行うとともに，情報発信機能を拡充する。 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

【64】 学生・教職員の交流スペースやアクティブ・ラーニングのためのスペース等を 

整備するとともに，国の財政措置の状況を踏まえた老朽施設等の改修や省エネル 

ギー対策，施設の適切な維持管理により安全・安心な教育研究環境を維持する。 

・ 施設整備キャンパスマスタープランのアクションプランに基づき，本学の教育研究

環境の整備と維持のために生物学系研究棟Ａの改修等を実施し，学生・教職員の交流

スペースやアクティブ・ラーニングのためのスペース等の整備を推進するとともに，

施設マネジメントに基づく年次計画により，老朽施設等の改修や省エネルギー対策，

施設の適切な維持管理により安全・安心な教育研究環境を維持し，前年度の点検・評

価に基づき，次期キャンパスマスタープランを策定する。 

【65】 既存施設の有効活用を推進するため，教育・研究スペースの再配分とともに全 

学共用スペースを１．５倍程度に拡充する。 

・ 教員の研究スペースの届出制及び施設使用実態調査，スペースチャージ制により，

教育・研究スペースの適正配分に取り組み，全学共用スペースを第２期中期目標期間

終了時の１．５倍程度に拡充するとともに，前年度の点検・評価に基づき，次期キャ

ンパスマスタープランを策定する。 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

【66】 安全管理体制の点検・評価を行うとともに，全教職員を対象とした安全衛生に 

係る研修や講演会等を毎年，定期的に実施することにより，教職員のリスクマネ 

ジメント及び安全衛生管理の意識向上に取り組む。 

・ 前年度に行った安全衛生管理体制の点検及び評価並びに法令遵守の確認に基づき，

更なる安全衛生管理の充実を行う。また，教職員及び学生に対する安全教育を充実さ

せ，リスクマネジメント及び安全衛生に関する意識向上に取り組む。 
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３ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置 

【67】 研究活動に係る不正行為防止体制の整備及び研究費等の不正使用防止策に基づ 

き，本学において研究に携わる者又は研究費を使用する者に，研究者倫理及び研 

究活動に係る法令等に関する教育並びに研究費等の不正使用の防止に関する教育 

等へ参加させるとともに，研究費等を使用する者から毎年確認書の提出を義務付 

けるなどの不正防止策を実行する。 

・ 本学の研究活動に係る不正行為防止体制の整備及び研究費等の不正使用防止策に基

づき，研究倫理教育及びコンプライアンス教育を実施する。また，研究費等を使用す

る者から，規則等の遵守・懲戒処分等の対象・法的責任の存在を確認する確認書を徴

取する。 

【68】 業務の適法かつ適正な執行と社会的信頼を確保するために，引き続き個人情報 

の取扱い等について研修等を通じ徹底した管理に取り組んでいくとともに，学生 

及び教職員への法令遵守についての啓発活動を定期的に実施する。 

・ 特定個人情報を含む個人情報の適正な管理のため，内部監査及び学生，教職員への

研修等について，前年度の検証結果に基づき，より効果的な方法等に見直した上で実

施する。また，第４期中期目標期間に向けて監査機能や啓発活動について，検証を行

う。 

【69】 平常時の脆弱性対策と災害時の事業継続性を考慮して主要事務サーバのクラウ 

ド化を完了させるとともに，第２期中期目標期間に改訂した情報セキュリティポ 

リシー及び実施手順並びに本学で策定したクラウドサービス利用ガイドラインに 

沿った情報セキュリティの管理を実施する。 

・ 前年度までにクラウド化を完了した主要事務サーバの利用状況の評価・分析結果に

基づき，クラウドサービス利用の最適化を実施する。また，「広島大学情報セキュリテ

ィ対策基本計画（２０１９～２０２１年度版）」の実施状況を総括し，次期計画を策定

する。 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

   ６，２２２，０７４千円  

 

２ 想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借
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２．人事に関する計画 

（１）戦略的な学内資源配分 

学長の下での教員人件費の全学一元管理により，本学の教育や研究面でのパフォー

マンスをモニターする独自の目標達成型重要業績指標（ＡＫＰＩⓇ），教員エフォート

指標（ＢＫＰＩⓇ）等の指標を参考に，戦略的な人員配置を継続して実施する。 

 

（２）多様で優れた人材の獲得 

 ① 教育研究力強化のために，国内外の優れた人材の確保に向けて，年俸制や混合給

与など人事・給与システムの弾力化を推進するとともに，教員措置方針に基づく計

画的な人員措置等により，年俸制適用教員，外国籍又は海外での教育研究歴等を持

つ教員，若手教員（４０歳未満）を増加させる。 

 

 ② 職員人材育成計画に基づいた採用，異動，昇任，研修の実施により，職員の人材

養成を行うとともに，同計画の一環として，外国籍の職員の採用や海外派遣研修を

実施し，外国籍又は海外での職務経験等を持つ職員を増加させる。 

 

（３）男女共同参画の実現 

 ① 仕事と家庭が両立できる制度の活用状況の検証結果に基づき，より同制度を活用

しやすい環境を整える。 

 

 ② 大学運営における意思決定の場への女性教職員の参画推進のため，教員措置方針

に基づく人員措置により女性教員の割合を増加させるとともに，女性管理職の割合

も増加させる。 

 

 

（参考１） 令和３年度の常勤職員数  ２，１７６人 

         また，任期付職員数の見込みを  ７０２人とする。 

（参考２） 令和３年度の人件費総額見込み  ３７，４２６百万円 

（退職手当は除く。） 
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（別紙）予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

 

１．予 算 

令和３年度 予算 

（単位：百万円） 

区       分 金    額 

収入

�p°�(�(�(�p°�(�(� £ ' ì� (� (
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２．収支計画 

令和３年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区       分 金    額 

費用の部    

 経常費用   

  業務費  

   教育研究経費 

   診療経費 

   受託研究費等 

   役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

  一般管理費  

  財務費用  

  雑損 

  減価償却費  

 臨時損失    

  

収益の部    

 経常収益   

  運営費交付金収益  

  授業料収益  

  入学金収益  

  検定料収益  

  附属病院収益  

  受託研究等収益 

  補助金等収益  

  寄附金収益 

        施設費収益  

  財務収益  

  雑益  

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返補助金等戻入 

  資産見返寄附金戻入  

  資産見返物品受贈額戻入  

 臨時利益     

純利益       

目的積立金取崩益 

総利益 

78,012 

78,012 

72,413 

11,548 

17,593 

3,815 

159 

23,153 

16,145 

1,295 

120 

-  

4,184 

- 

 

77,413 

77,413 

25,140 

7,094 

1,152 

217 

31,817 

4,691 

2,395 

1,898 

131 

33 

1,221 

714 

490 

420 

0  

-  

△599 

662 

63 
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３．資金計画 

令和３年度 資金計画 

（単位：百万円） 

区       分 金    額 

資金支出 

    業務活動による支出 

    投資活動による支出 

    財務活動による支出 

    翌年度への繰越金 

 

資金収入 

    業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料，入学金及び検定料による収入 

  附属病院収入 

  受託研究等収入 

  補助金等収入 

    寄附金収入 

  その他の収入 

    投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

    財務活動による収入 

    前年度よりの繰越金 

 

93,721 

73,049 

8,059 

2,042 

10,571 

 

571571571

571571
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別表（学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数） 

 

総合科学部 

 

 

文学部 

 

教育学部 

 

 

 

 

 

 

法学部 

 

 

経済学部 

 

 

理学部 

 

 

 

 

 

 

医学部 

 

 

 

歯学部 

 

 

 

薬学部 

 

 

工学部 

 

 

 

 

生物生産学部 

 

 

総合科学科               ４８０ 人 

国際共創学科  １６０ 人 

 

人文学科         ５４０ 人 

 

第一類（学校教育系） ６２８ 人 

             （うち教員養成に係る分野 ６２８人） 

第二類（科学文化教育系） ３２８ 人 

第三類（言語文化教育系） ２９２ 人 

第四類（生涯活動教育系） ３２４ 人 

第五類（人間形成基礎系） ２０８ 人 

 

法学科 昼間コース    ５８０ 人 

夜間主コース     １４０ 人 

 

経済学科 昼間コース     ６１０ 人 

夜間主コース   １９０ 人 

 

数学科                   １８８ 人 

物理学科   ２６４ 人 

化学科                   ２３６ 人 

生物科学科               １３６ 人 

地球惑星システム学科       ９６ 人 

学部共通３年次編入学       ２０ 人 

 

医学科               ７１６ 人 

             （うち医師養成に係る分野 ７１６人） 

保健学科                 ４８０ 人 

 

歯学科                   ３１８ 人 

             （うち歯科医師養成に係る分野 ３１８人） 

口腔健康科学科      １６０ 人 

 

薬学科          ２２８ 人 

薬科学科          ８８ 人 

 

第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）    ６１０ 人 

第二類（電気電子・システム情報系）    ３６６ 人 

第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）    ４６８ 人 

第四類（建設・環境系）                ３６６ 人 

 

生物生産学科            ３８０ 人 
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情報科学部 

 

情報科学科  ３３０ 人 

 

総合科学研究科 

 

 

文学研究科 

 

 

教育学研究科 

 

 

社会科学研究科 

 

 

 

 

 

 

理学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

先端物質科学研究科 

 

 

 

 

医歯薬保健学研究科 

 

 

工学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合科学専攻        １７ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期  １７人〕 

 

人文学専攻                ３２ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期  ３２人〕 

 

教育学習科学専攻          ４９ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期  ４９人〕 

 

法政システム専攻            ５ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   ５人〕 

社会経済システム専攻        ８ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   ８人〕 

マネジメント専攻           １４ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   １４人〕 

 

数学専攻                   １１ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   １１人〕 

物理科学専攻               １３ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   １３人〕 

化学専攻                   １１ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   １１人〕 

地球惑星システム学専攻      ５ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期    ５人〕 

 

量子物質科学専攻          １２ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   １２人〕 

半導体集積科学専攻          ７ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期    ７人〕 

 

医歯薬学専攻          ９７ 人（H31募集停止） 

〔うち博士課程   ９７人〕 

 

機械システム工学専攻     ９ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期    ９人〕 

機械物理工学専攻      １０ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   １０人〕 

ｼｽﾃﾑｻｲﾊﾞﾈﾃｨｸｽ専攻      １１ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   １１人〕 

情報工学専攻        １３ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期   １３人〕 

化学工学専攻         ８ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期    ８人〕 
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国際協力研究科 

 

 

 

 

人間社会科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先進理工系科学研究科 

 

 

 

 

 

 

統合生命科学研究科 

 

 

 

医系科学研究科 

 

 

 

 

 

応用化学専攻         ９ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期    ９人〕 

社会基盤環境工学専攻     ７ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期    ７人〕 

輸送・環境システム専攻    ７ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期    ７人〕 

建築学専攻          ７ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期    ７人〕 

 

開発科学専攻              ２２ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期  ２２人〕 

教育文化専攻               １４ 人（R2募集停止） 

〔うち博士課程後期  １４人〕 

 

人文社会科学専攻     ６８４人 

〔うち博士課程前期 ５１４人〕 

〔  博士課程後期 １７０人〕 

教育科学専攻       ４２６人 

〔うち博士課程前期 ３２６人〕 

〔  博士課程後期 １００人〕 

教職開発専攻        ６０人 

〔うち専門職学位課程 ６０人〕 

実務法学専攻        ４０人 

〔うち専門職学位課程 ４０人〕 

広島大学・グラーツ大学    ４人 

国際連携サステイナビリティ  〔うち修士課程     ４人〕 

学専攻 

 

先進理工系科学専攻  １，１５４人 

〔うち博士課程前期 ８９８人〕 

〔  博士課程後期 ２５６人〕 

広島大学・ライプツィヒ大学  ４人 

国際連携サステイナビリティ  〔うち修士課程     ４人〕 

学専攻 

 

統合生命科学専攻     ５５０人 

〔うち博士課程前期 ３４０人〕 

〔  博士課程後期 ２１０人〕 

 

医歯薬学専攻       ２９１人 

〔うち博士課程 ２９１人〕 

総合健康科学専攻     ２２７人 

〔うち博士課程前期 １５２人〕 

〔  博士課程後期  ７５人〕 
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法務研究科 

 

 

法務専攻          ２０ 人（R2募集停止） 

〔うち専門職学位課程  ２０人〕 

 

特別支援教育特別専攻科 ３０人 
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